
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・変更となる場合があります。

宮内商店宮内商店ＬＰガスを
安心安全に

自動検針　集中管理システム導入

・設置家庭のガス切れ防止

・遠隔開閉栓による安全確保

・山間地域も簡単に検針

0823-27-4035〒737-2131 江田島町秋月 2丁目 48-2 旧江能准看護学院内
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令和５年度学校・保育
施設給食納入事業者募集
問�西能美学校給食共同調理場

☎ 0823-45-2864
　令和５年度の学校給食・保育施設給
食の物品納入業者を募集します。

納 入先　西能美学校給食共同調理場
（令和５年４月から、江田島学校給
食共同調理場を西能美学校給食共同
調理場に統合しますのでご注意くだ
さい）、保育施設給食センター

主 な納入物品
　給食共同調理場で使用する青果・肉・
卵・豆腐類・缶詰・乾物・油脂・調味
料など給食の食材
提 出書類
　給食物品納入業者指名願書（様式は
学校給食共同調理場または保育施設給
食センターにあります）、令和４年度
納税証明書（法人は法人税・県税・市
税を完納した証明、個人は市・県民税・
固定資産税・国民健康保険税を完納し
た証明）、食品衛生監視票、�従業員健
康管理状況報告書か検便検査成績書と
検便済証の写し
提出期限　１月 31日㈫
提 出先　学校給食共同調理場、保育施
設給食センター

10 月からインボイス
制度が始まります

� 問�税務課☎ 0823-43-1636
　制度開始時にインボイス発行事業者
となるためには、原則、令和５年３月
31 日㈮までの登録申請が必要です。課
税事業者が登録を受けることができま
す。免税事業者の方も、ご自身の事業
実態に合わせて、インボイス発行事業
者の登録を受けるかをご検討ください。
　登録を受けると「国税庁適格請求書
発行事業者公表サイト」で登録番号や
氏名または名称などの情報が公表され
ます。

問�イノシシ 110番☎ 0823-43-1652
　最近、全国的にイノシシによる人身
被害が増加しています。被害を防ぐた
めに、次のことに気をつけましょう。
①イノシシに近づかない
② 大声を出したり、石を投げたりして

刺激をしない
③イノシシの移動経路を塞がない
④ゆっくりとその場を離れる
⑤家や車内などの安全な場所に避難
⑥ 少しでもイノシシより高い場所に避

難する
※�興奮したイノシシは、内股付近に突
進してくることがあります。内股付
近は、太い血管があり大怪我につな
がります。高い場所にいれば、安全
性が高まります。
　子連れの親イノシシや尻尾が逆立っ
ているイノシシは攻撃性が高く、特に
危険です。すぐに安全な場所に避難し
ましょう。
　しばらくしてもイノシシが立ち去ら
ず、危険を感じた
場合は、警察また
はイノシシ 110番
☎ 0823-43-1652
にご連絡ください。

市街地出没
イノシシ注意!!

問�都市整備課☎ 0823-43-1647
　空き家所有者などが対象の専門家に
よる無料相談会を行います（要予約）。
専 門家　司法書士、宅建士、建築士、
土地家屋調査士などの江田島市空家
等対策協議会委員

日時　１月 26日㈭午前 10時～
場所　三高交流プラザ（沖美町三吉）
人数　８人（１人 30分）
予約方法　都市整備課へ電話予約
そ の他　電話やWEB方式の相談にも
対応しますので、ご相談ください。

空き家無料巡回相談会 募集

お知らせお知らせ
中央墓苑・南部墓苑・飛渡瀬
墓地公園の使用者募集

� 問�地域支援課☎ 0823-43-1637
　本市に住所または本籍がある方を対
象に、中央墓苑、南部墓苑、飛渡瀬墓
地公園の使用者を募集します。１世帯
につき１区画の応募に限ります。１区
画に複数の応募がある場合は、抽選に
なります。
　募集する区画は、地域支援課、各市
民センター・三高支所の窓口、現地案
内板および市ホームページで確認でき
ます。
募集区画数
・中央墓苑　２区画
・南部墓苑　１区画
・飛渡瀬墓地公園　２区画
募集期間
　１月 16日㈪～ 20日㈮
使用料
・中央墓苑　70万円
・南部墓苑　50万円
・飛渡瀬墓地公園　20万円
管理料　１区画につき年間 3,050 円

問�業務課☎ 0823-42-3311 ㈹
　コロナ禍における物価高騰の影響に
対する経済支援として、水道料金の基
本料金を減免します。減免の対象とな
るのは用途が家事専用と認定されてい
る方です（官公庁・学校・病院・営業・
工場・臨時は減免の対象外）。
　減免となるのは基本料金のみで、
メーター使用料・基本水量を超えて加
算される超過料金は減免対象外です。
なお、申請は、不要です。
減免期間・減免金額
　令和４年 12月～令和５年１月に使
用した基本料金　※基本料金を減免し
た額での請求となります。
※下水道使用料は減免対象外です。
減免期間の水道料金の試算例
【メーター口径が 13mmで使用水量
が 35㎥ / ２カ月（基本水量を 19㎥
超過）の場合】

水道料金の基本料金
を減免します

区分 通常 減免期間
基本料金 3,100円 0円
超過料金 4,655円 4,655円
メーター使用料 200円 200円
消費税 795円 485円
合計 8,750円 5,340円

新型
コロナ募集 マイナポイント申し込み

は２月末までです
問�市民生活課☎ 0823-43-1634

　令和４年 12 月末までにマイナン
バーカードを申請した方は、マイナポ
イントが受け取れます。マイナポイン
トの申し込み期限は２月末までです。
※ マイナンバーカードをお持ちでない

方はカードを作りましょう。
■第１弾
・キャッシュレス決済サービスの登録
　ポイント　上限 5,000 円（決済額の 25%）
■第２弾
・健康保険証利用申し込み
　ポイント　7,500 円相当
・公金受取口座登録
　ポイント　7,500 円相当
▶キャッシュレス決済サービス
　QR コード決済 ( ○○ Pay）、電子
マネー (交通系の ICカードなど）、ク
レジットカードなど
▶ マイナポイントの申し込みができる

ところ
　市民生活課、各市民センター、三高
支所、各社携帯ショップ
※�マイナンバーカードは、本人確認書
類、保険証としての利用、アプリで
新型コロナワクチン接種証明書の取
得などができます。

　北部墓苑（江田島町切串）は、
住所または本籍が本市にない方で
も使用でき、随時募集しています。

広報えたじま　令和５年１月 広報えたじま　令和５年１月 2222
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